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パブリックコメント及び各府省意見照会等を踏まえた修正（独法会計基準） 

 
１．パブリックコメン卜及び各府省意見照会等の実施期間及び結果概要 
 ○ 平成 30年６月 27日から平成 30年７月 20日まで実施した。 
 ○ パブリックコメントが０件、各府省意見照会等が 48件あり、意見等の概要と詳細な内訳は以下のとおり。 
 
２. パブリックコメント及び各府省意見照会等を踏まえた修正 
No. 該当箇所 意見等 修正内容 
１ 【資料 10】Ｐⅸ 

４ 改訂会計基

準の性格と取扱

い 

４ 改訂会計基準の性格と取扱いのすぐ下に「（１）改

訂会計基準の性格と取扱い」と記載してあるが（２）が

無いため削除すべきではないか。 

該当部分を以下のとおり変更します。 

 

（１）改訂会計基準の性格と取扱い 

２ 【資料 10】Ｐⅹ 

４ 改訂会計基

準の性格と取扱

い 

改訂会計基準の性格と取扱いに以下の記載があるが、

「企業会計と異なる」は現行、各独法において主務省令

に定めるところにより独法会計基準と異なる会計処理

を定めていることも踏まえると削除すべきではないか。 

 

・また、現行の基準及び注解と同様、主務省令において

個別の独立行政法人の特殊性に基づく企業会計と異な

る会計処理を定めることを排除するものではないが、そ

の場合には基準及び注解の趣旨に抵触してはならない。 

該当部分を以下のとおり変更します。 

 

また、現行の基準及び注解と同様、主務省令において個別の独立行政法

人の特殊性に基づく企業会計と異なる会計処理を定めることを排除する

ものではないが、その場合には基準及び注解の趣旨に抵触してはならな

い。 

３ 【資料 10】Ｐⅶ 

第 12 章 独立

第 20では、承継資産について、「個別法の権利義務承継

の根拠規定に基づく資産をいう」と定義している。この

「第 20 行政コストの定義」＜注 15＞では、冒頭に「「第 87 特定の資産

に係る費用相当額の会計処理」を行うこととされた」と規定しています。

資料２ 
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No. 該当箇所 意見等 修正内容 
行政法人固有の

会計処理 

 

【資料 11】 

Ｐ10 

第 20 行政コ

ストの定義 

Ｐ28 

第 57 純資産

の表示項目 

Ｐ29 

第 58 貸借対

照表の様式 

Ｐ56 

第 87 特定の

資産に係る費用

相当額の会計処

理 

定義だけに従う場合、「承継資産」に有形固定資産、無

形固定資産を含むか否かを明確にする必要があるので

はないか。 

・仮に含まない場合、第 87において「（有形固定資産及

び無形固定資産を除く。）」とする文言は不要ではない

か。 

・仮に含む場合、第 87を直接参照している第 20はまだ

しも、第 57、第 58の「承継資産」に、有形固定資産、

無形固定資産が含まれるかどうか文言からは読み取

れないとの指摘を受ける可能性があり、今後の実務に

曖昧さを残しかねない。第 20 において、「承継資産

（個別法の権利義務承継の根拠規定に基づく資産を

いい、有形固定資産及び無形固定資産を除く。以下同

じ。）」とし、第 87における「（有形固定資産及び無形

固定資産を除く。）」は削除してはどうか。 

これは、独立行政法人会計基準の各章の記載順序の都合上、後引きによ

る表現とする必要があったことによります。 

また、以下も踏まえて検討しました。 

・承継資産には、そもそも有形固定資産及び無形固定資産を含むため、

承継資産の定義の中に除外される科目を記載した場合には、一般的に想

定される承継資産と独立行政法人会計上の承継資産という２つの表現が

存在しているように見えること 

・現行の「第 87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」等を踏まえ、

承継資産のうち、償却資産及び非償却資産については、既に現行の損益

外減価償却相当額又は損益外除売却差額相当額として会計処理されてお

り、第 87 において当該事実を踏まえた取扱いをまとめて規定すること

が有用であったこと 

 

ただし、ご意見も踏まえると、有形固定資産及び無形固定資産を除くこ

とをさらに明確にしておく必要性を認識したことから、「第 20 行政コス

トの定義」＜注 15＞及び「第 87 特定の資産に係る費用相当額の会計処

理」を以下のように修正します。 

 

第 20 行政コストの定義 

＜注 15＞その他行政コストについて 

２ その他行政コストに含まれる取引は、以下のとおり。 

(4) 「第 87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」を行うこととさ

れた有形固定資産及び無形固定資産を除く承継資産（個別法の権利義務
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No. 該当箇所 意見等 修正内容 
承継の根拠規定に基づく資産をいう。以下同じ。）に係る費用相当額 

 

第 87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理 

２ 独立行政法人が取得した有形固定資産及び無形固定資産を除く承継

資産（有形固定資産及び無形固定資産を除く。）のうち、その費用相当額

に対応すべき収益の獲得が予定されていないものとして特定された資産

については、当該資産の費用相当額は、損益計算上の費用には計上せず、

資本剰余金を減額するものとする。（注 68） 

 

以上を踏まえて、独立行政法人会計基準の改訂について（案）も以下の

ように修正します。 

３ 会計基準改訂の主な内容 

第 12章 独立行政法人固有の会計処理 

① 特定の資産に係る費用相当額の会計処理 

～特定の有形固定資産及び無形固定資産を除く承継資産（個別法の権利

義務承継の根拠規定に基づく資産（有形固定資産及び無形固定資産を除

く。）をいう。以下同じ。）のうち、その費用相当額に対応すべき収益の

獲得が予定されていないものとして特定された資産に係る費用相当額に

ついては、独立行政法人の利益の性格及びこれまでの特定の償却資産の

減価に係る会計処理の取扱い等に照らしてせば、特定の償却資産の減価

と同様の会計処理をすべきとしたことから、新たに特定の承継資産に係

る費用相当額を含め、「特定の資産に係る費用相当額の会計処理」とする

こととした。～ 
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No. 該当箇所 意見等 修正内容 
 

なお、今回の検討対象となった勘定科目（たな卸資産や敷金等）を踏ま

え、承継資産のうち流動資産及び投資その他の資産が対象に含まれるこ

とを明確にするために、「償却資産及び非償却資産を除く」ではなく「有

形固定資産及び無形固定資産を除く」と表現しています。 

４ 【資料 11】Ｐ11 

注解 15 

「２ その他行政コストに含まれる取引の例は、以下の

とおり。」 

⇒改訂前基準における損益外項目が限定列挙であった

こととの整合性から、その他行政コストに含まれるケ

ースは限定列挙にしていると思うが、そうであれば、

「例」という表現を削除してはどうか。 

なお、記載以外の取引が想定され改訂案のとおり「取引

の例」とする場合、第 61 行政コスト計算書の様式の

「Ⅱその他行政コスト」の科目の最後に「その他」を記

載すべきではないか。 

より明確な表現とするため、以下のように修正します。 

 

２ その他行政コストに含まれる取引の例は、以下のとおり。 

５ 【資料 11】Ｐ11 

注解 15 

「(5) 上記(1)に掲げる資産の売却、交換又は除却等に

直接起因する資産又は負債の増減額（又は両者の組合

せ）」 

⇒当該記載では、非償却資産に係る除売却差額相当額が

含まれないのではないか。例えば、「「第８７ 特定の

資産に係る費用相当額の会計処理」を行うこととされ

た償却資産及び非償却資産」など、対象を明確に記載

してはどうか。 

上記 No.4を受けて「例」を削除するため、以下のように修正します。 

 

(5)  独立行政法人の会計上の財産的基礎が減少する取引に関連する、

「第 87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」を行うこととされ

た償却資産及び非償却資産の売却、交換又は除却等に直接起因する資

産又は負債の増減額（又は両者の組合せ） 
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No. 該当箇所 意見等 修正内容 
６ 【資料 11】Ｐ38 

第 68 表示区

分、分類及び表

示項目 

評価・換算差額等の表示パターン（１）の場合には、附

属明細書により開示することとされているが、第 79 附

属明細書には、該当する附属明細の項目はない。 

⇒財規第 104 条と同様に注記項目とするべきではない

か。ただし、あえて財規と合わせて開示省略規定を定

める必要性も高いとは考えられず、そもそも各内訳項

目を本表で開示することに限定しても良いのではな

いか。 

法人間の比較可能性の観点などから、本表で開示することで統一すべき

ではないかという御意見も踏まえ、各内訳項目を本表で開示することに

限定し、以下のように修正します。 

 

＜注４６＞ 

２ 評価・換算差額等については、以下のいずれかの表示によることも

できる。 

(1) 評価・換算差額等合計のみを表示し、評価・換算差額等の内訳項目

については附属明細書により開示すること 

(2) 評価・換算差額等合計の表示を省略すること 

２３ 貸借対照表の純資産の部における資本剰余金の表示項目は～ 

７ 【資料 11】Ｐ57 

第 89 退職給

付に係る会計処

理 

毎年度の処理は以下となるのか。 

 

＜交付金受入時＞ 

現金／運営費交付金債務 

 

＜支払時＞ 

退職給付費用／現金 

運営費交付金債務／交付金収益 

退職給付引当金／退職給付引当金見返 

 

＜決算時＞（残高の調整） 

退職給付引当金見返／（収益科目） 

例えば、退職一時金制度で簡便法を適用している場合については、以下

のような仕訳が考えられます。 

※退職給付引当金残高の推移は以下であると仮定する。 

 

期首残高：5,000 

支給額：△2,100 

期末残高：8,000 

 

＜前事業年度：決算時＞ 

退職給付費用 5,000 ／退職給付引当金 5,000 

退職給付引当金見返 5,000 ／退職給付引当金見返に係る収益 5,000 
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No. 該当箇所 意見等 修正内容 
（費用科目）／退職給付引当金 ＜当事業年度：交付金受入時＞ 

現金 2,100 ／運営費交付金債務 2,100 

 

＜当事業年度：支払時＞ 

退職給付引当金 2,000 ／現金 2,100 

退職給付費用   100 

運営費交付金債務 2,000 ／退職給付引当金見返 2,000 

運営費交付金債務 100 ／運営費交付金収益 100 

 

＜当事業年度：決算時＞ 

退職給付費用 5,000 ／退職給付引当金 5,000 

退職給付引当金見返 5,000 ／退職給付引当金見返に係る収益 5,000 

 

また、上記の場合を含めて退職給付会計の実務を考慮すると以下のよう

な仕訳が考えられます。 

 

＜前事業年度：決算時＞ 

退職給付費用 5,000 ／退職給付引当金 5,000 

退職給付引当金見返 5,000 ／退職給付引当金見返に係る収益 5,000 

 

＜当事業年度：交付金受入時＞ 

現金 2,100 ／運営費交付金債務 2,100 
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No. 該当箇所 意見等 修正内容 
＜当事業年度：支払時＞ 

退職給付引当金 2,100 ／現金 2,100 

運営費交付金債務 2,100 ／退職給付引当金見返 2,100 

 

＜当事業年度：決算時＞ 

退職給付費用 5,100 ／退職給付引当金 5,100 

退職給付引当金見返 5,100 ／退職給付引当金見返に係る収益 5,100 

 

以上のとおり、運営費交付金債務と退職給付引当金見返を相殺する仕訳

が必要となることから、今回の改訂により、運営費交付金債務の収益化

や資本剰余金への振替によらない会計処理が必要となったため、現行の

「第 81 運営費交付金の会計処理」に以下の規定を追加します。 

 

第 81 運営費交付金の会計処理 

７ 独立行政法人が、「第１７ 引当金」２に基づく引当金見返を計上し

た場合には、引当金の取崩し時に当該引当金見返とそれに見合う運営費

交付金債務とを相殺するものとする。 

 

なお、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解（案）「第３

８ 退職給付引当金の計上方法」、「第６７ 損益計算書の様式」、「第８８ 

賞与引当金に係る会計処理」及び「第８９  退職給付に係る会計処理」

等に記載していない詳細な規定については、「独立行政法人会計基準」及

び「独立行政法人会計基準注解」に関する Q&Aで定めることとなります。 
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No. 該当箇所 意見等 修正内容 
８ 【資料 11】Ｐ57 

第 89 退職給

付に係る会計処

理 

第 89 第 2 項「上記 1 のうち、退職一時金に係る退職給

付債務の見積額の計算にあたっては、退職一時金の期末

要支給額を用いた計算によることができる」とあるが、

第 38 第 8 項では、職員数三百人未満の独立行政法人に

限定しており、わかりにくい。第 38 の記載ぶりに合わ

せるべき。 

第 89第２項を以下の規定へと変更します。 

 

２ 上記１の見積額のうち、退職一時金に係る退職給付債務の見積額の

計算に当たっては、「第 38 退職給付引当金の計上方法」８にかかわらず

退職一時金の期末要支給額を用いた計算によることができる。 

９ 【資料 11】Ｐ64 

第 104 財務諸

表の開示方法等 

「法人単位貸借対照表及び損益計算書において」 

⇒「法人単位貸借対照表及び法人単位損益計算書におい

て」ではないか。 

より明確な表現とするため、以下のように修正します。 

 

第 104 財務諸表の開示方法等 

４ 法人単位財務諸表には、「第 79 附属明細書」に定めるもののほか、

次の事項を明らかにした法人単位附属明細書を添付しなければならな

い。（注 81） 

(4) 法人単位貸借対照表及び法人単位損益計算書において、相殺消去さ

れた勘定相互間の債権と債務及び勘定相互間の損益取引に係る費用と収

益並びに消去された勘定相互間の取引に係る未実現損益の内訳 

 
３．「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（案）に関する意見等及びそれに対する考え方 

No. 該当箇所 意見等 考え方 
１ 【資料 10】Ｐⅶ 

３（１）会計基

準改訂の主な内

容 第 12 章①

特定の資産に係

「これらの取扱いは過年度の会計処理も含めて見直す

必要があることから、今後、主務省令等による取扱いを

検討するなど、今回の改訂の趣旨を踏まえた対応を関係

各部署等において実施する必要がある。」とあるが、当

法人の場合、過年度に費用化している部分が大半であ

今回の独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解の改訂案を

受けて、過年度の取扱いも踏まえて、主務省令の改正を要するものと認

識しています。 

このため、今後、総務省が改正に向けた主務省令ひな型をお示しするこ

ととなります。 
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
る費用相当額の

会計処理 

り、会計基準等には過年度の処理については明記をしな

いということか。 

２ 【資料 10】Ｐⅶ 

３（１）会計基

準改訂の主な内

容 第 12 章①

特定の資産に係

る費用相当額の

会計処理 

「第 12 章 独立行政法人固有の会計処理①特定の資産

に係る費用相当額の会計処理」において、「これらの取

扱いは過年度の会計処理も含めて見直す必要があるこ

とから、今後、主務省令等による取扱いを検討するなど、

今回の改訂の趣旨を踏まえた対応を関係各部署等にお

いて実施する必要がある。」とあるが、今後どのような

対応が求められるのか。 

上記 No.1の考え方を参照ください。 

３ 【資料 11】Ｐ１ 

第２ 正規の簿

記の原則 

１ 「独法の財政状態及び運営状況に関するすべての取

引その他の事象について・・・」は分かり辛いので、わ

かりやすい表現に修正願いたい。 

「第２ 正規の簿記の原則」は一般原則であり、法人の会計実務上は、特

に独立行政法人の財務諸表の構成要素等の定義、認識、測定、表示及び

開示の箇所が直接的な影響を受けるものと理解しています。 

なお、ご意見いただいた箇所は、独立行政法人の財務報告に関する基本

的な指針（平成 29年９月１日）を踏まえた表現となっている部分になり

ますが、これは国際公会計基準審議会（IPSASB）の「公的部門の主体に

よる一般目的財務報告の概念フレームワーク」（最終公表 2014 年 10月）

等を参考に、財務諸表の構成要素等を検討した結果としての表現になり

ます。 

４ 【資料 11】Ｐ３ 

注解６ 

＜注６＞の２の文章については、後の文脈から、次のと

おり修正すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

（現状）２ 独立行政法人の経済的便益とは、キャッシ

ュ・インフロー、もしくはキャッシュ・アウトフローの

減少をいう。 

ご意見いただいた箇所は、独立行政法人の財務報告に関する基本的な指

針（平成 29年９月１日）と同様の定義となっている部分になりますが、

これは国際公会計基準審議会（IPSASB）の「公的部門の主体による一般

目的財務報告の概念フレームワーク」（最終公表 2014年 10月）を参考に

検討した表現となります。 
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
↓ 

（修正後）２ 独立行政法人の経済的便益とは、キャッ

シュ・インフローの増加、もしくはキャッシュ・アウト

フローの減少をいう。 

経済的「便益」であることから、「キャッシュ・インフロー」であること、

もしくは「キャッシュ・アウトフローの減少」であることと表現してい

ます。 

５ 【資料 11】Ｐ８ 

第 16 固定負

債 

退職給付引当金は固定負債のみに計上するのか。 基準及び注解は、一般的かつ標準的な会計基準を示すものであり、独立

行政法人は他に合理的な理由がない限り基準及び注解の定めるところに

従わなければなりませんが、そこに定められていない事項については、

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うこととなります。 

６ 【資料 11】Ｐ８ 

第 16 固定負

債 

引当金に、修繕引当金を計上できないかご検討願いた

い。 

独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解（案）「第 17 引当

金」１等を踏まえてご判断ください。 

基準及び注解は、一般的かつ標準的な会計基準を示すものであり、独立

行政法人は他に合理的な理由がない限り基準及び注解の定めるところに

従わなければなりませんが、そこに定められていない事項については、

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うこととなります。 

なお、今回の標準的な様式（案）及び独立行政法人の事業報告に関する

ガイドライン（案）等を踏まえて作成・公表することとなる通則法第 38

条第２項に基づく事業報告書においては、業務運営上の課題・リスクに

関する情報を提供することとなります。 

７ 【資料 11】Ｐ８ 

第 17 引当金 

引当金について、退職給付引当金、賞与引当金以外の具

体例を提示いただけないか。 

例えば、貸倒引当金、保証債務損失引当金があります。 

基準及び注解は、一般的かつ標準的な会計基準を示すものであり、独立

行政法人は他に合理的な理由がない限り基準及び注解の定めるところに

従わなければなりませんが、そこに定められていない事項については、

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うこととなります。 
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
なお、今回の標準的な様式（案）及び独立行政法人の事業報告に関する

ガイドライン（案）等を踏まえて作成・公表することとなる通則法第 38

条第２項に基づく事業報告書においては、業務運営上の課題・リスクに

関する情報を提供することとなります。 

８ 【資料 11】Ｐ８ 

第 17 引当金 

第 17 第 2 項の「法令等、中期計画等又は年度計画に照

らして客観的に財源が措置されていると明らかに見込

まれる」、第 88「中期計画等又は年度計画で明らかにさ

れている場合」、第 89第 1項及び第 2項「財源措置が運

営費交付金によって行われることが、例えば中期計画等

及び年度計画で明らかにされている場合」とあるが、具

体的に明文化されていなくても、これまでの財源措置の

実態や慣例等を踏まえて明らかであれば、引当金見返を

計上するという理解でよいか。 

今回の改訂は、これまで引当外賞与及び引当外退職給付としていた処理

について、賞与引当金及び退職給付引当金を計上するとともに、同額の

資産として、賞与引当金見返及び退職給付引当金見返を計上することへ

と変更したものです。 

 

これらの会計処理をする場合の判断方法は変更していないため、これま

でと同様の考え方によって今後、引当金を計上することになる場合には

同額の引当金見返を計上することになります。 

９ 【資料 11】Ｐ10 

第 20 行政コ

ストの定義 

第 20 第 1 項と注 15 第 2 項の以下の下線部分で不整合

が生じている。 

・第 20 第 1項 

独立行政法人の行政コストとは、サービスの提供、財貨

の引渡又は生産その他の独立行政法人の業務に関連し、

資産の減少又は負債の増加をもたらすものであり、独立

行政法人の拠出者への返還により生じる会計上の財産

的基礎が減少する取引を除いたものをいう。 

・＜注 15＞第 2項 

(5)上記(1)に掲げる資産の売却、交換又は除却等に直接

独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解（案）に至るまで

に、ご意見いただいた事項も踏まえ、検討を進めていました。 

今回の概念整理に当たっては、財務諸表の構成要素の整理上、費用と収

益のような、行政コストの反対に位置する構成要素は定めていません。 

このため、ご意見いただいた特定の資産の売却により発生した売却益な

どの「資産の増額又は負債の減額、そして資本剰余金の増額」につきま

しては、その他行政コストに含めて整理することとしました。 

このため、検討の当初では、資産の減少又は負債の増額と、資産の増額

又は負債の減額とは分けて規定するとともに、「会計上の財産的基礎が減

少する取引に関連する、資産の増額又は負債の減額」というように表現
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
起因する資産又は負債の増減額（又は両者の組合せ） 

(6)「第 99 不要財産に係る国庫納付等に伴う譲渡取引

に係る会計処理」を行うことによる資本剰余金の減額又

は増額 

⇒基準の定義では資産の減少又は負債の増加としてい

るが、注解の例示では資産の増加や負債の減少、ある

いは資本剰余金の増額も含まれるとしている。特に注

15（5）の資産の売却にあたっては、売却益が生じる

場合も売却損が生じる場合も考えられるが、行政コス

トの範囲としてトータルでネットされた売却損益を

行政コストに含めるという整理で良いか（売却益が生

じた場合は行政コストのマイナスという整理で良い

か）。 

していたところです。 

その後の検討の中で、「第 99 不要財産に係る国庫納付等に伴う譲渡取引

に係る会計処理」についても含めて規定すべきとされたところ、第９９

による「資本剰余金の増額」を含めて規定すべきこととなったため、規

定ぶりの混乱を回避するために、現行案の規定ぶりとすることとしまし

た。 

よって、ご意見いただいたとおり、売却益が生じた場合は行政コストの

マイナスという整理になります。 

この場合、事業報告書において、業務の成果と使用した資源との対比と

してコスト情報を活用する場合には、独立行政法人の実態を踏まえた情

報として、当該売却益等を加味する前のコスト情報を利用することも考

えられます。 

なお、「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関

する Q&Aにより補足する取扱いも考えられます。 

10 【資料 11】Ｐ10 

第 20 行政コ

ストの定義 

行政コストにおける「フルコスト」の定義は何か。 フルコスト情報については「独立行政法人の財務報告に関する基本的な

指針」の「第３章 結論の背景 BC3.6」に記載のとおりです。 

11 【資料 11】Ｐ11 

注解 15 

「３ その他行政コストに含まれない取引の例は、以下

のとおり。」 

⇒有価証券評価差額金の増減や繰延ヘッジ損益の増減

等はその他行政コストに含むべきではないと考える。

例示として追加してはどうか。 

評価・換算差額等は独立行政法人に例外的に生じるものであることから、

「第２章 概念」では言及しないこととし、ただし財務報告利用者の理解

を促進する観点から「第５章 貸借対照表」における表示項目に含めて記

載することとしました。 

そのため、評価・換算差額等はその他行政コストに含まれない取引では

ありますが、その例示には追加しない方が良いと考えております。 
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
なお、「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関

する Q&Aにより補足する取扱いも考えられます。 

12 【資料 11】Ｐ12 

第 23 利益の

定義 

「第 23 利益の定義」中の積立金の取崩額は、＜注 17＞

によると、通則法第 44 条第 3 項に基づく、目的積立金

の取崩しを示しているが、同条第 4項に基づく個別法に

定める積立金の使途による前中期目標期間繰越積立金

の取崩しも同様に解してよろしいか。 

損益計算書上、当期総利益の算定に当たっては、通則法の取扱いを踏ま

えた目的積立金取崩額のみならず、個別法の取扱いも踏まえた前中期目

標期間繰越積立金取崩額等も調整されることと認識しています。 

ご意見いただいた箇所については、独立行政法人会計基準及び独立行政

法人会計基準注解（案）「第２章 概念」であり、主に独立行政法人の財

務報告に関する基本的な指針（平成 29年９月１日）による概念整理を踏

まえた規定内容としています。 

なお、基本的な指針 BC3.37では、以下のように記載しています。 

・利益は、「独立行政法人通則法第 44 条の利益処分の対象となる利益」

であるため、費用と収益との差額として算定されるが、利益は「インセ

ンティブを与える仕組みに基づく独立行政法人の経営努力を反映する利

益情報」ともなるため、第１章で説明した目的積立金を踏まえて定義付

けることとした。（以下、省略） 

 

なお、「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関

する Q&Aにより補足する取扱いも考えられます。 

13 【資料 11】Ｐ12 

注解 17 

「・・・例えば・・・目的積立金の取崩額を加えたもの

となる。」とあるが、例えば以降を削除してはどうか。 

上記 No.12の考え方を参照ください。 

14 【資料 11】Ｐ20 

第 38 退職給

付引当金の計上

退職給付に係る会計処理について、収益・費用の具体的

な勘定科目や計上区分はＱ＆Ａで示されるという認識

でよいか。 

独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解（案）「第 38 退職

給付引当金の計上方法」、「第 67 損益計算書の様式」及び「第 89 退職給

付に係る会計処理」等に記載していない詳細な規定については、必要に
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
方法 応じて「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に

関する Q&Aで定めることとなります。 

15 【資料 11】Ｐ23 

第 42 財務諸

表の体系 

行政サービス実施コスト計算書が削除され、新たに行政

コスト計算書と純資産変動計算書が加えられているが、

これらについては主務省令で定められるという理解で

よろしいか。そのとおりだとすると、通則法第 38 条の

並びと異なる（損益計算書が主務省令で定める書類であ

る行政コスト計算書より下位となる）ことに違和感を感

じる。 

今回の独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解の改訂案を

受けて、主務省令の改正を要するものと認識しています。 

このため、今後、総務省が改正に向けた主務省令ひな型をお示しするこ

ととなります。 

なお、独立行政法人会計基準の改訂について（案）「２ 会計基準改訂の

背景」（１）財務諸表の役割及び体系の記載が参考となりますが、行政コ

スト計算書と損益計算書ともに重要な役割を持つ書類として位置付けて

おり、いずれかが「上位」に位置付けられるとは記載していません。 

16 【資料 11】Ｐ28 

第 57 純資産

の表示科目 

「承継資産に係る費用相当累計額」の対象事例を提示い

ただけないか。 

今回の検討を行うに当たっては、全ての独立行政法人を対象としたアン

ケート等を実施しました。 

第 13回共同ワーキング・チームでは、当該アンケートの結果、把握され

た以下の科目から生じる費用相当額をもとにして検討が進められまし

た。 

・流動資産（たな卸資産） 

・投資その他の資産（敷金） 

 

ただし、上記は検討用の科目に過ぎませんので、独立行政法人会計基準

及び独立行政法人会計基準注解（案）「第 87 特定の資産に係る費用相当

額の会計処理」や今後、検討が進められる「独立行政法人会計基準」及

び「独立行政法人会計基準注解」に関する Q&A 等を踏まえつつ、判断す

る必要があることに留意ください。 
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
17 【資料 11】Ｐ28 

第 57 純資産

の表示科目 

承継資産に係る損益については、費用のみが資本剰余金

での整理対象となっているが、収益についても対象とし

ていただきたい。 

ご意見いただいた収益については、具体的な事例に則した検討が必要な

ものと思われます。例えば、以下のような検討が想定されます。 

・そもそも当該法人における個別法附則の特殊性に基づく取扱いが原因

となっているものであり基準及び注解の改訂により対応すべき性質に無

い取引ではないか 

・収益が生じることとなった原因が自己収入の獲得である場合には、独

立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解（案）「第 87 特定の

資産に係る費用相当額の会計処理」の考え方との整合上、獲得した自己

収入を資本剰余金の増加として会計処理することは理論的と言えないの

ではないか 

・収益が生じることとなった原因が承継前の負債に関連するものであっ

て、当該負債に見合う承継資産の費用化によって、将来、当該収益計上

に伴う利益を減少させる損失が生じるものだったのではないか 

・そもそも説明責任に関連する論点のため、財務諸表に添付される事業

報告書によって当該事実を説明すべきではないか 

18 【資料 11】Ｐ33 

第 59 注記事

項 

「貸借対照表については、その他行政コスト累計額のう

ち、独立行政法人に対する出資を財源に取得した資産に

係る金額を注記しなければならない。」 

⇒独立行政法人に対する出資（資本金）と施設費による

財源措置等（資本剰余金）は、ともに独立行政法人に

拠出された会計上の財産的基礎であり、その性質に大

きな差異はないと考えられる。出資に係る部分だけ注

記する趣旨を改めてご教示頂きたい。 

「独立行政法人の財務報告に関する基本的な指針」（平成 29 年９月１日）

を共同ワーキング・チームで議論する過程で、現在の貸借対照表の純資

産の部では、資本剰余金の中に、資本金を財源として取得した償却資産

から生じた損益外減価償却累計額がどの程度含まれているのか把握でき

ず、仮に同じような償却資産を購入するとした場合に必要となりそうな

財源措置の種類や金額を判断するための情報が無いことが論点となりま

した。 

今回の検討を進めるに当たり、全ての独立行政法人に対して、過去の会
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
計検査院の政府出資金の検査に係る報告内容等も踏まえたアンケートを

実施したところ、資本剰余金（政府出資金）に関する情報を把握するこ

とに問題無いものと認識しました。 

なお、当初、純資産変動計算書の資本剰余金の内訳として「政府出資金」

を明示し、増減内容及び金額を示すことを検討していましたが、独立行

政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解（案）では、注記に留め

ることとしました。 

19 【資料 11】Ｐ33 

第 59 注記事

項 

「出資を財源に取得した資産に係る金額を注記･･」とあ

るが、現物出資も含まれると解してよろしいか。 

ご理解のとおりになります。 

なお、詳細な規定については、注記額算定に係る費用対効果等も踏まえ、

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関する

Q&Aで定めることとなります。 

20 【資料 11】Ｐ33 

第 61 行政コ

スト計算書の様

式 

その他行政コストに、注解 15 2（６）に対応する項目

がない。記載を追加すべきではないか。 

ご意見いただいた部分については、除売却差額相当額として規定してい

るところであり、「第 99 不要財産に係る国庫納付等に伴う譲渡取引に係

る会計処理」を行うことによる資本剰余金（施設費）の減少や資本剰余

金（国庫納付差額）、資本剰余金（減資差益）はその他行政コストに含み

ません。（その他行政コストには、独立行政法人の拠出者への返還により

生じる会計上の財産的基礎が増減する取引を含みません） 

21 【資料 11】Ｐ39 

第 69 純資産

変動計算書の様

式 

資本金の当期の変動額として利益剰余金の欄が設けら

れているが、具体的にどのような場合が該当するのか。 

現状、純資産変動計算書に仮の数字が入力された様式については、第 13

回共同ワーキング・チームで検討する際に活用された【資料７】又は【資

料８】が参考となります。 

ただし、詳細な規定については、必要に応じて「独立行政法人会計基準」

及び「独立行政法人会計基準注解」に関する Q&A で定めることとなりま

す。 
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
22 【資料 11】Ｐ39 

第 69 純資産

変動計算書の様

式 

純資産変動計算書について、仮の数字が入力された様式

を提示いただけないか。 

上記 No.21の考え方を参照ください。 

23 【資料 11】Ｐ43 

第 71 表示方法 

「業務活動によるキャッシュ・フロー」はいわゆる直接

法で表示しなければならないとされているが、企業会計

では、直接法と間接法の選択適用が認められている。よ

って独立行政法人会計も直接法のみに限定する必要は

ないのではないか。 

今回は、キャッシュ・フロー計算書について、独立行政法人会計基準及

び独立行政法人会計基準注解の見直しは特段要しないこととしました。 

今後、連結財務諸表の改訂を検討する場合には、必要に応じて連結キャ

ッシュ・フロー計算書と同時に検討することも考えられます。 

24 【資料 11】Ｐ50 

第 81 運営費

交付金の会計処

理 

収益化基準の設定に関する考え方について、「より実務

に即した記載と合わせてＱ＆Ａで定める」旨の注記があ

るが、どのような記載内容を想定しているか、可能な限

り早期にご教示頂きたい。 

平成 30事業年度中に改訂内容をお知らせする予定です。 

業務達成基準等の収益化基準への対応については、準備期間を要するも

のと認識していますので、今後、総務省行政管理局、財務省主計局、日

本公認会計士協会により検討される予定ですが、可能な限り早期に状況

をお知らせできるよう留意します。 

25 【資料 11】Ｐ51 

注解 60 

＜注 60＞の１～３が削除された理由は何か。 「中央省庁等改革の推進に関する方針」（平成 11 年４月 27 日中央省庁

等改革推進本部決定）及び「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」

（平成 25年 12月 24日閣議決定）からの引用が自明であることや、記載

していた内容が「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準

注解」に関する Q&A で整理すべき具体的な事項まで記載されておりバラ

ンスを欠くことから、当該記載を削除して、より実務に即した記載と合

わせて Q&Aで定めることとしたものになります。 

26 【資料 11】Ｐ56 

第 87 特定の

「第 87 第２項 独立行政法人が取得した承継資産（有

形固定資産及び無形固定資産を除く。）のうち、その費

独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解（案）「第 20 行政

コストの定義」＜注 15＞その他行政コストについての中で、その他行政
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
資産に係る費用

相当額の会計処

理 

用相当額に対応すべき収益の獲得が予定されないもの

として特定された資産については、当該資産の費用相当

額は、損益計算上の費用には計上せず、資本剰余金を減

額するものとする。（注 68）」とあるが、「費用相当額」

とは費用計上額という認識で問題ないか。 

コストに含まれる取引の例として、「第 87 特定の資産に係る費用相当額

の会計処理」を行うこととされた承継資産に係る費用相当額を含めてお

示ししています。 

このため、損益計算書に表示される「費用」計上額とは異なるものとな

ります。 

27 【資料 11】Ｐ56 

第 87 特定の

資産に係る費用

相当額の会計処

理 

「承継資産に係る費用相当累計額」は過去に発生したも

のも基準改訂に合わせ当該科目へ整理するのか。 

ご理解のとおりになります。 

ただし、過年度の「承継資産に係る費用相当累計額」は、「第 87 特定の

資産に係る費用相当額の会計処理」に基づき、その費用相当額に対応す

べき収益の獲得が予定されないものとして特定できる場合に計上するた

めご留意ください。 

その上で、承継資産に係る費用相当額の取扱いは、現行の「第 87 特定

の償却資産の減価に係る会計処理」と基本的に同様の取扱いによるため、

詳細については「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準

注解」に関する Q&A で定めるとともに、主務省令において、過年度の取

扱いも含めて、対象資産あるいは特定の要件や手続を規定する必要があ

るものと認識しています。 

なお、第 13回共同ワーキング・チームでは、以下の仕訳例を参照しつつ

議論がなされました。 

資本剰余金（現行の損益外項目）/臨時利益 

28 【資料 11】Ｐ56 

第 87 特定の

資産に係る費用

相当額の会計処

「第 87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」第 2

項中、「独立行政法人が取得した承継資産（有形固定資

産及び無形固定資産を除く。）の具体例をご教示いただ

きたい。また、「当該資産の費用相当額」についても具

上記 No.16の考え方を参照ください。 
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
理 体例をご教示いただきたい。 

29 【資料 11】Ｐ56 

注解 68 

「取得時までに別途特定された資産に限り、特定の資産

に係る費用相当額は、資本剰余金を直接減額処理する」

こととされているが、この別途特定とは何を指すのか。 

承継資産に係る費用相当額の取扱いは、現行の「第８７ 特定の償却資産

の減価に係る会計処理」と基本的に同様の取扱いによるため、詳細につ

いては、「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に

関する Q&A で定めるとともに、主務省令において、過年度の取扱いも含

めて、対象資産あるいは特定の要件や手続を規定する必要があると認識

しています。 

このため、今後、総務省が改正に向けた主務省令ひな型をお示しするこ

ととなります。 

30 【資料 11】Ｐ56 

注解 68 

「この取扱いは、取得時までに別途特定された資産に限

り行うものとする。」 

⇒今般改訂により特定の承継資産に係る費用相当額の

取扱いが追加されているが、承継資産について、上記

記載は適切ではない。上記記載は、従前の特定の償却

資産のみを対象とする記載にすべきではないか。 

過年度の取扱いへの対応のためには当該記載が必要であり、また今後も

承継資産が生じることを踏まえておく必要があります。 

なお、過年度の取扱いについては、主務省令の改正を含め、対応する必

要があると認識しているところです。 

特定の償却資産の減価に係る会計処理に関する承継時の取扱いについ

て、主務省令では例えば、以下のような規定が参考となります。 

 

附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この省令は、公布の日から施行する。 

（成立の際の会計処理の特例） 

第二条 研究所の成立の際研究所法附則第二条第六項及び第七項の規定

により研究所に出資されたものとされる資産のうち償却資産について

は、第九条第一項の指定があったものとみなす。 
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
 

（会計処理） 

第九条 文部科学大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償

却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認め

られる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定するこ

とができる。 

31 【資料 11】Ｐ57 

第 88 賞与引

当金に係る会計

処理 

賞与引当金見返を計上する際は、「賞与引当金見返に係

る収益」（収益）を計上するものとされましたが、賞与

引当金見返を減額する際は、「賞与引当金見返に係る費

用」（費用）を計上すればよいか（退職給付引当金見返

も同様）。 

上記２. No.７の修正内容を参照ください。 

32 【資料 11】Ｐ57 

第 88 賞与引

当金に係る会計

処理 

「賞与引当金見返」及び「賞与引当金見返に係る収益」

を計上することとしているが、費用財源の収益（運営費

交付金収益等）の計上はどのような会計処理になるの

か。 

上記２. No.７の修正内容を参照ください。 

33 【資料 11】Ｐ57 

第 88 賞与引

当金に係る会計

処理 

賞与引当金及び退職給付引当金の会計処理については、

賞与及び退職金の支給時に引当金見返を取り崩すとと

もに運営費交付金債務も取り崩すことになると想定さ

れるため、業務達成基準の収益化計算の対象外という理

解で問題ないかをご教示頂きたい。 

上記２. No.７の修正内容を参照ください。 

34 【資料 11】Ｐ57 

第 88 賞与引

当金に係る会計

賞与引当金見返・退職給付引当金見返を計上することに

より、財務分析上、ROA（総資産利益率）の悪化等が見

込まれるが、投資家に対し、今回の改訂をどのように説

今回の改訂の経緯等につきましては、「独立行政法人会計基準の改訂につ

いて」（案）をご参照ください。 

その上で、法人の特殊性等を踏まえた説明責任について、ご判断いただ
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
処理 

第 89 退職給

付に係る会計処

理 

明すればよいか。 くこととなります。 

35 【資料 11】Ｐ57 

第 89 退職給

付に係る会計処

理 

初年度の処理は以下となるのか。 

退職給付引当金見返／（収益科目） 

（費用科目）／退職給付引当金 

この場合、収益、費用は同額となり、臨時科目で計上さ

れるのか。 

第 13回共同ワーキング・チームでは、過年度の取扱いについて、以下の

ような仕訳を参照しつつ議論がなされました。 

会計基準改訂に伴う○○（臨時損失） 100,000 /退職給付引当金 

100,000 

退職給付引当金見返 100,000 /退職給付引当金見返収益（臨時利益） 

100,000 

 

なお、詳細な規定については、「独立行政法人会計基準」及び「独立行政

法人会計基準注解」に関する Q&Aで定めることとなります。 

36 【資料 11】Ｐ57 

第 89 退職給

付に係る会計処

理 

退職給付引当金に係る会計処理の際に初年度（H31事業

年度）は過去の分も含めて一括で計上するのかをご教示

頂きたい。 

上記 No.35の考え方を参照ください。 

37 【資料 11】Ｐ57 

第 89 退職給

付に係る会計処

理 

退職給付引当金に係る会計処理の際に、出向者を受け入

れる際に過年度分も繰り入れ計上するかをご教示頂き

たい。 

また、逆の場合、過年度分を戻入として収益計上するの

かをご教示頂きたい。 

「第 62 注記事項」＜注 43＞自己収入等、法人税等及び国庫納付額、国

又は地方公共団体の資源を利用することから生ずる機会費用についての

３（４）で「国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ず

る機会費用」について記載しており、出向者分については当該規定に基

づき整理されます。 

なお、今後、より詳細な規定を定める「独立行政法人会計基準」及び「独
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No. 該当箇所 意見等 考え方 
立行政法人会計基準注解」に関する Q&Aも改訂を予定しています。 

その際、改めて御意見など確認の機会を設ける予定です。 

38 その他 今後確認したい事項が生じた場合に、Q&Aの体制を引き

続き設けていただきたい。 

今回の独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解（案）のみ

ならず、今後、より詳細な規定を定める「独立行政法人会計基準」及び

「独立行政法人会計基準注解」に関する Q&Aも改訂を予定しています。 

引き続き、ご意見確認の機会を設けることに留意します。 

39 その他 以前、これに関するアンケート調査依頼があったが、そ

の際にどういった意見等が出されたのか、またそれに対

する見解・回答について、可能であれば情報提供をお願

いしたい。 

アンケート結果の概要につきましては、第 12回共同ワーキング・チーム

【資料１】及び【資料２】、第 13 回共同ワーキング・チーム【資料１】

及び【資料６】に含め、総務省ホームページに掲載しております。 

 

 

以上 


